
 

 
 

条件付一般競争入札の実施 

条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項の規定により次のとおり公告します。 

 
令和７年１２月５日 

佐野市長 金 子  裕 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札に付する事項 

件  名 葛生清掃センターにおける自動販売機設置 

設置場所、台数

及び入札順序等 

 葛生清掃センター (佐野市あくと町 3360) １台 

 【 内訳 】 

庁舎の設置場所 台数 

１階 プラットホーム １台 

  

業種区分要件 
大分類 Ｋその他の物品 

小分類 ０７自動販売機設置 

地域要件 － 

 

（２）許可期間 令和８年２月上旬から令和１０年３月３１日まで 

（約２年１ヶ月間）とする。 

 設置日については、入札後に借受人との協議とする。 

 （３）設置場所 葛生清掃センター（佐野市あくと町３３６０番地） 

 （４）規 格 等 詳細は入札説明書による。 

 

 

２ 入札に参加できる者に必要な資格 

公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公

告の日から開札の日において次の資格をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者（未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれな

い。）でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により市の入札参加制限を受

けていない者であること。 

（３）公告日から開札の日において、佐野市競争入札参加者指名停止要綱（平成１

７年佐野市告示第１５４号）第２条第１項に規定する指名停止の期間中でない

こと。 



 

 
 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立

がなされていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規

定により再生手続開始の申立がなされていないこと。 

ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計

画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 

 

３ 参加資格確認申請書の提出 

 （１）提出書類 条件付一般競争入札参加資格確認申請書 １部 

（２）提出方法 持参又は郵送 

 （３）提出場所 佐野市 市民生活部 環境政策課 クリーン推進係 

（４）提出期間 本公告日から令和７年１２月１９日(金)まで 

（「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日（以下「市の休

日」という。）を除く。） 

 （５）提出時間 午前９時から午後５時まで 

（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

 

４ 参加資格確認結果通知 

   令和７年１２月２３日(火)までにファクシミリにより通知する。なお、本書につ

いては、同日郵送する。 

 

５ 入札説明書に関する質問 

 （１）提出書類 入札説明書に関する質問書 １部 

 （２）提出方法 持参、ファクシミリ又は電子メール 

         なお、ファクシミリ又は電子メールで提出した場合は、 

        必ず電話で送信されたことを連絡してください。 

（３）提出場所 佐野市 市民生活部 環境政策課 クリーン推進係 

（４）提出期間 本公告日から令和８年１月６日(火)まで 

（市の休日を除く。） 

 （５）提出時間 午前９時から午後５時まで 

（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

 

６ 入札説明書に関する質問の回答 

   令和８年１月８日(木)午後５時までに佐野市ホームページに掲載する。 

 

７ 入札の手続等 

（１）入札及び開札の日時 

令和８年１月１６日(金) 午後１時３０分 

（２）入札及び開札の場所 

みかもクリーンセンター ２階 会議室（佐野市町谷町２０６番地１３） 

 （３）契約書の作成 

     要する。 

 

８ 入札保証金等 

入札保証金 免除 

契約保証金 免除 

 



 

 
 

９ 入札の無効 

佐野市財務規則（平成１７年佐野市規則第５９号）第８５条、佐野市物品購入

等に係る条件付き一般競争入札実施要綱（平成２４年佐野市告示第６８号）第１

１条の規定に該当する入札は無効とする。 

 

10 その他 

   条件付一般競争入札参加資格確認申請書、入札書等は指定の様式を使用すること。 

 

11 照会先 

佐野市 市民生活部 環境政策課 クリーン推進係 

郵便番号 ３２７－０８１２ 

住 所  栃木県佐野市町谷町２０６番地１３ 

電 話  ０２８３－２３－８１５３（直通） 

ＦＡＸ  ０２８３－２２－３５９３ 

 


